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訪日外国人旅行者向けの宅配運送サービスを利用した「手ぶら観光」の共通ロゴマーク

を募集します。 

 

【共通ロゴマーク募集概要】 

現状、訪日外国人旅行者の多くは自分で大きな荷物を持って国内を移動しています。自

ら荷物を運ぶ必要がなければ、訪日外国人旅行者の利便性が上がると考えられます。 

国土交通省では、日本の宅配運送サービスを利用し、手ぶらで観光できる環境の定着を

目指しています。しかし、昨年度、実施した訪日外国人旅行者に対するアンケート調査及

びモニターツアーによれば、訪日外国人旅行者の宅配運送サービスへのニーズは高いもの

の、サービス自体の認知度が低いことがわかりました。 

そこで、今後、「手ぶら観光」を認知促進・利用促進していくにあたり統一的なＰＲを行

うことを目的として、共通ロゴマークを募集します。 

皆様からのご応募お待ちしています。 

※手ぶら観光の概要については、別添参考資料をご参照下さい。 

※昨年度実施したアンケート調査及びモニターツアーの結果詳細については、次のＵＲＬ

をご参照下さい。（http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000134.html） 

 

【募集内容】 

共通ロゴマークに求められる内容は次の通りです。 

（１） 訪日外国人旅行者に、旅行中のスーツケースや土産品等を安全に配送や一時預かり

することを言葉で説明しなくても連想させるもの 

※配送と一時預かりで１種類ずつ、合計２種類作成して下さい。 

※共通ロゴマークの対象とするサービスは、運べるもの、配送日数、料金体系、決 

済方法、外国語対応、補償制度等、訪日外国人旅行者への対応の観点から、一定レ 

ベル以上のものとする予定です。よって安全で利便性の高いサービスであることが 

伝わりやすく、かつ、簡潔なデザインを心がけて下さい。 

（２） ポスター、パンフレット、ホームページなど広範囲に利用可能なもの 

※共通ロゴマークの利用場所は、空港、駅、ホテル、商業施設、観光案内所等、ま

た、利用事業者は、宅配便事業者、小売店等の流通業者、施設管理者等を想定して

います。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000134.html


（３） 白黒印刷でも使用できるもの 

 

【応募資格】 

どなたでも応募できます。 

 

【応募期間】 

平成 27 年 1 月 19 日～2月 6日 

 

【応募方法】 

以下の内容をメール本文に記載の上、作品を添付し、下記アドレスまで電子メールにて

ご応募下さい。また、必ずデータで応募とし、縦 1,000 ピクセル×横 1,000 ピクセル以内、

ファイル形式は JPEG とします。 

受付メールアドレス：design-oubo@marketingservice.co.jp 

≪メール本文に記載いただく内容≫ 

・氏名 

・住所 

・所属（勤務先、学校等） 

・連絡先電話番号（昼の時間帯につながるもの） 

・応募ロゴマークの説明（１００字程度） 

※メールの件名は「手ぶら観光ロゴ応募」として下さい。 

※応募にあたってはペンネームも使用できます。 

 

【選考・表彰】 

・選考は、国土交通省にて行います。 

・大賞受賞者には表彰状及び記念品を授与し、その作品を国土交通省及び観光庁ホ 

ームページで公表します。 

・ホームページでの公表は平成 27 年 2 月～3月を予定。 

 

【その他注意事項】 

・応募されたデータは返却いたしません。 

・大賞作品に一部修正・追加を加える場合があります。 

・応募者は、本応募に際して提供した当該共通ロゴマークの著作権（著作権法（昭和 45 年

法律第 48 号）第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を、観光庁に譲渡するもの

とします。 

・応募者は、観光庁が行う当該共通ロゴマークの修正に対して、著作権法 20 条に規定する

同一性保持権の行使を行わないものとします。 
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・応募作品についての著作権等に関わる問題が生じた場合、応募者の責任とします。 

・応募者の個人情報は、本応募に関わる業務でのみ使用します。ただし、採用された作品

の作者名は国土交通省及び観光庁ホームページ等で公表します（要望により氏名を公表

しないこともできます）。 

 なお、当該公表ページ以外での共通ロゴマーク使用については、氏名表示は行いません。 

・公序良俗に反するもの、著作権その他第三者の権利を侵害しているもの等は、選考の対

象外とします。 

 

【問い合わせ先】 

手ぶら観光ロゴ応募事務局 

問い合わせメールアドレス：design-oubo@marketingservice.co.jp 

 

手ぶら観光ロゴ応募およびロゴ選定関連業務は、国土交通省および観光庁から本事業の業

務委託を受けている凸版印刷株式会社が主体となり実施します。なお、手ぶら観光ロゴ応

募事務局は、凸版印刷株式会社が株式会社マーケッティング・サービスに業務委託をして

います。 


